
令和３年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

政策分野名
【施策名】

森林の有する多面的機能の発揮 担当部局名
林野庁
【林野庁計画課/森林利用課/整備課/治山課/研究指導課/経
営課/木材産業課/経営企画課/業務課/企画課】

政策の概要
【施策の概要】

適切な森林施業の確保、面的なまとまりをもった森林管理、再造林の推進、野生鳥獣に
よる被害への対策の推進、適切な間伐等の推進、路網整備の推進、複層林化と天然生
林の保全管理等の推進、カーボンニュートラル実現への貢献、国土の保全等の推進、
新たな山村価値の創造、国民参加の森林づくり等の推進、国際的な協調及び貢献等

政策評価体系上の
位置付け

森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的か
つ健全な発展

（農林水産省３－⑲）

政策に関係する内閣の重要
政策

・森林・林業基本計画（令和３年６月15日閣議決定）　第３の１
・全国森林計画（平成30年10月16日閣議決定）　Ⅲの２
・森林整備保全事業計画（令和元年５月28日閣議決定）　第２
・成長戦略2019（令和元年６月21日閣議決定）　Ⅲ①
・農林水産省地球温暖化対策計画（平成29年３月14日決定）

政策評価
実施予定時期

令和４年８月
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

- - 26% P P

５年度 Ｓ↑－差

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（１）イ「適正な伐採と更新の確保」に該当するアウトカム指
標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　森林整備保全事業計画（注２）（令和元年５月28日閣議決定）に基づき目標
を設定。齢級別面積について、平均値からのばらつき具合を表す値（分散）
を人工林の育成単層林の偏りある齢級構成の改善に向けた進捗度合いとし
て算出。2017年の分散を0％とし、全国森林計画で推計した15年後（2032年）
を100％として、令和５年度時点の目標値（26%）を設定。実績値の把握は５年
に一度であり、次回は令和５年度の実勢を把握予定。

※令和６年度中に策定される新たな森林整備保全事業計画を踏まえ、令和６
年度中に指標を見直す予定。

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の８月
算出方法：５年に１度の森林資源現況調査に基づき把握（次回の実績把握は令和５年度）

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該基準年度分散-当該年度分散（実績（見込）値）／（当該基準年度分散-当該年度分散（目標値））×100
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

ア
齢級（注１）別面積の
分散

0% 29年度 26%

施策（１） 適切な森林施業の確保

基準値 目標値

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

適正な伐採と更新の確保等を図る。

目標①
【達成すべき目標】

適正な伐採と更新の確保

測定指標
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

79% 81% 84% 86% 89%

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

Ｓ↑－差

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（２）ア「森林の経営管理の集積等」に該当するアウトカム
指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　森林の多面的機能を発揮させていくためには、面的なまとまりを持った森林
管理を進める必要があり、森林経営計画（注３）の作成の促進と併せて、平成
31年度から新たに始まった森林経営管理制度（注４）等も活用し、取組を加
速させていくこととしている。
　そこで、森林の中でも特に集積・集約化が求められる私有人工林におい
て、令和10年度までにその半数（約310万ha）を集積・集約化することを目標
達成（100％）とした上で、当該目標に対して各年度において集積・集約化さ
れた私有人工林面積の割合を測定指標とし、毎年度一定量ずつ向上させて
いくものとして目標値を設定した。

施策（２） 面的なまとまりをもった森林管理

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

森林の経営管理の集積、森林関連情報の整備・提供を図る。

目標①
【達成すべき目標】

森林の経営管理の集積等

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度３月頃（暫定値は調査年度の翌年度８月頃に把握予定）
算出方法：都道府県からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値－基準値）／（当該年度目標値－基準値）×100
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満

測定指標 基準値 目標値 測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

ア

私有人工林における
集積・集約化の目標
（私有人工林の５割）
に対する達成割合

71% 27年度 100% 10年度

 19-3



基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

P P P P P

P

【測定指標の選定理由】
-
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　民有林・国有林の森林資源情報を一体的に国民一般へ公開する仕組みに
ついて検討予定であり、検討結果を踏まえ森林関連情報の整備・提供につ
いては、令和４年度に具体的な指標について設定予定。

把握の方法
出典：-
作成時期：-
算出方法：-

達成度合いの
判定方法

-

ア
森林関連情報の整
備・提供に係る指標
（令和４年度に設定）

P P P P

目標②
【達成すべき目標】

森林関連情報を森林クラウド（注５）に集積し、共有と高度利用を推進

測定指標 基準値

年度ごとの実績値

目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

324万本 359万本 401万本 454万本 518万本

目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

S↑－差

指標－
計算分類

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度３月頃（暫定値は調査年度の翌年度７月頃把握予定）
算出方法：都道府県からの実績報告

達成度合いの
判定方法

施策（３） 再造林の推進

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（３）ア「成長に優れたエリートツリー等の種苗の生産体制
を整備」に該当するアウトカム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　目標については、林業用苗木のうちエリートツリー等の苗木の本数（令和12
年度3,000万本）とし、具体的には特定苗木（間伐等特措法第２条第４項「増
殖した特定母樹（注７）から採取された種穂から育成された苗木」）等の生産
量とする。各年度の目標値については、特定母樹採種穂園の造成及びその
採種穂園から採取された種穂が山行苗木として供給されるようになるまでに
は最低でも６年程度を要することから、特定母樹の採種穂園における造成本
数の見通しや都道府県等からの聞き取りなどから推計し、目標期間の後半に
増加させることを目標として設定した。

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

再造林の推進に向けて、優良種苗の安定的な供給、造林適地の選定、造林の省力化と低コスト化等を進める。

目標①
【達成すべき目標】

成長に優れたエリートツリー（注６）等の種苗の生産体制を整備

測定指標 基準値

ア
林業用苗木のうち、
エリートツリー等の苗
木の本数

288万本 元年度
3,000万

本
12年度

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値-基準値）／（当該年度目標値-基準値）×100%
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

P P P P P

ア

造林適地を抽出する
技術の普及に係る指
標
（令和５年度に設定）

P P P P

把握の方法
出典：-
作成時期：-
算出方法：-

達成度合いの
判定方法

-

目標②
【達成すべき目標】

造林適地を抽出する技術の普及

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

P

【測定指標の選定理由】
-
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　令和４年度までに造林適地を抽出する手法の開発を行い、令和５年度に指
標の設定を検討。
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

３万ha ８万ha 13万ha 19万ha 26万ha

目標③
【達成すべき目標】

再造林の確実な実施、省力かつ低コスト型の造林体系の確立

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値-基準値）／（当該年度目標値-基準値）×100%
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満

70万ha 12年度 S↑－差

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（３）ウ「再造林の確実な実施」に該当するアウトカム指標と
して設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　森林・林業基本計画に掲げる森林の多面的機能の発揮及び林産物の供
給・利用に関する目標達成及び、パリ協定下における森林吸収源対策等とし
て必要となる人工造林面積70万ha（令和３年度～令和12年度、年平均７万
ha）から算出される令和３年度～令和７年度までの人工造林面積26万haを目
標値とした。

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度12月頃（暫定値は調査年度の翌年度７月頃把握予定）
算出方法：都道府県等からの実績報告により把握

測定指標

ア
令和３年度以降に人
工造林を実施した面
積

２年度

達成度合いの
判定方法

０万ha

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

年度ごとの実績値

基準値 目標値 測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
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37% 40% 44% P P

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値-基準値）／（当該年度目標値-基準値）×100%
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満

人工造林面積のう
ち、造林の省力化や
低コスト化を行った
面積の割合

22% 29年度 44% ５年度 F↑－差

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（３）ウ「省力かつ低コスト型の造林体系の確立」に該当す
るアウトカム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　森林整備保全事業計画（令和元年５月28日閣議決定）に基づき、毎年度の
人工造林面積に対する伐採と造林の一貫作業システムの導入等を実施した
造林面積の割合について、各年度概ね一定割合（４％／年程度）向上させ、
令和５年度までに44％まで増加させることを目標値として設定した。

※令和６年度中に策定される新たな森林整備保全事業計画を踏まえ、令和６
年度中に指標を見直す予定。

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度12月頃（暫定値は調査年度の翌年度７月頃把握予定）
算出方法：都道府県等からの実績報告により把握

イ
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

対前年
度以上

対前年
度以上

対前年
度以上

対前年
度以上

対前年
度以上

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度10月頃
算出方法：都道府県からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

F↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（４）「鳥獣害防止森林区域を設定し、必要な対策を実施」
に該当するアウトカム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　H28年の森林法改正により市町村が「鳥獣害防止森林区域」を設定し、対
策を重点的に講じることとしており、本区域の設定とシカ被害に関する施策の
効果を評価するために、本指標を設定。各年度の目標値については、シカ
被害発生面積が減少した市町村の割合を前年度より増加させることとした。

達成度合（％）＝（当該年度実績値（見込））／（前年度実績値）×100
Aランク：100%以上、Bランク：50%以上100%未満、Cランク：50%未満

ア

鳥獣害防止森林区
域を設定した市町村
のうち、シカ被害発
生面積が減少した市
町村の割合

P
（令和２

年度実績
値）

２年度
対前年度

以上
毎年度

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

施策（４） 野生鳥獣による被害への対策の推進

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

野生鳥獣による被害対策のため、鳥獣保護管理施策との連携を図りつつ、効果的かつ効率的な捕獲及び防護技術の開発・実証、林業関係者など地域と連携した捕獲、防護柵等
の設置のほか、重点的な鳥獣害対策を実施する鳥獣害防止森林区域を設定するなど、必要な対策を講じる。

目標①
【達成すべき目標】

鳥獣害防止森林区域を設定し、必要な対策を実施
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

38万ha 78万ha 120万ha 163万ha 207万ha

年度ごとの実績値

ア

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度３月頃（暫定値は調査年度の翌年度７月頃把握予定）
算出方法：都道府県等からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値）／（当該年度目標値）×100%
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

450万ha 12年度 S↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（５）「間伐等の推進」に該当するアウトカム指標として設
定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　森林・林業基本計画に掲げる森林の多面的機能の発揮及び林産物の供
給・利用に関する目標達成及び、パリ協定下における森林吸収源対策等とし
て必要となる間伐面積450万ha（令和３年度～令和12年度、年平均45万ha）
から算出される令和３年度～令和７年度までの間伐面積207万haを目標値と
した。

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

令和３年度以降に間
伐等を実施した面積

０万ha ２年度

施策（５） 適切な間伐（注８）等の推進

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

適切な間伐等の推進に向けて、間伐等特措法の枠組みの活用、森林経営管理制度と森林環境譲与税の活用、列状間伐等の普及を推進する。

目標①
【達成すべき目標】

間伐等を推進
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

19.62万
km

19.69万
km

19.76万
km

19.84万
km

19.93万
km

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度12月頃（暫定値は調査年度の翌年度６月頃把握予定）
算出方法：都道府県等からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値-基準値）／（当該年度目標値-基準値）×100%
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

ア 林道等の整備量

19.49万
km

元年度 21万km 17年度 S↑－差

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（６）「路網整備の徹底」に該当するアウトカム指標として設
定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　森林・林業基本計画に示す今後15年間の林道等の整備の目安21万kmを
目標値として設定。各年度の目標値については、基準年度の新規整備量の
実績を考慮して、毎年度段階的に新規整備量を増加させていくことを目標と
して設定した。

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

施策（６） 路網整備の推進

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

路網整備の推進に向けて、傾斜区分と作業システムに応じた目指すべき路網密度の水準を踏まえつつ路網の整備を引き続き進めるとともに、災害の激甚化等に対応できるよう路
網の強靭化、長寿命化を図る。

目標①
【達成すべき目標】

路網整備の徹底
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

2.5% 2.7% 2.9% P P

Ｓ↑－差

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度12月頃（暫定値は調査年度の翌年度７月頃把握予定）
算出方法：都道府県等からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値-基準値）／（当該年度目標値-基準値）×100%
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

1.9% 30年度 2.9%

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（７）ア「生物多様性の保全」に該当するアウトカム指標とし
て設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　森林整備保全事業計画（令和元年５月28日閣議決定）に基づき、育成単層
林のうち育成複層林へ誘導した割合を各年度一定割合（0.2%/年）向上させ、
令和５年度までに2.9%に増加させることを目標値として設定した。

※令和６年度中に策定される新たな森林整備保全事業計画を踏まえ、令和６
年度中に指標を見直す予定。

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

ア
育成単層林のうち、
育成複層林へ誘導し
た森林の割合

５年度

施策（７） 複層林（注９）化と天然生林の保全管理等の推進

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

生物多様性の保全、花粉発生源対策の推進等を図る。

目標①
【達成すべき目標】

針広混交林化の取組等を推進
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

P P P P P

P

【測定指標の選定理由】
-
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　令和３年度までの公的関与の森林整備の実績等を踏まえ、令和４年度に指
標の設定を検討。

把握の方法
出典：-
作成時期：-
算出方法：-

達成度合いの
判定方法

-

ア

公的な関与による森
林整備に係る指標
（令和４年度に設定
を検討）

P P P P

目標②
【達成すべき目標】

公的主体による森林整備を推進

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

324万本 359万本 401万本 454万本 518万本

目標③
【達成すべき目標】

花粉症対策に資する苗木の生産や植栽

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

ア
林業用苗木のうち、
エリートツリー等の苗
木の本数

288万本 元年度
3,000万

本
12年度 S↑－差

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（７）ウ「花粉発生源対策の実施」に該当するアウトカム指
標として設定。エリートツリー等の苗木は、一般的なスギ・ヒノキの花粉量の概
ね半分以下であり、花粉症対策に資する苗木であるため、指標として選定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　目標については、林業用苗木のうちエリートツリー等の苗木の本数（令和12
年度3,000万本）とし、具体的には特定苗木（間伐等特措法第２条第４項「増
殖した特定母樹から採取された種穂から育成された苗木」）等の生産量とす
る。各年度の目標値については、特定母樹採種穂園の造成及びその採種穂
園から採取された種穂が山行苗木として供給されるようになるまでには最低
でも６年程度を要することから、特定母樹の採種穂園における造成本数の見
通しや都道府県等からの聞き取りなどから推計し、目標期間の後半に増加さ
せることを目標として設定した。

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度３月頃（暫定値は調査年度翌年７月頃把握予定）
算出方法：都道府県からの実績報告

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値-基準値）／（当該年度目標値-基準値）×100%
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

38万ha 78万ha 120万ha 163万ha 207万ha

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

カーボンニュートラルの実現に貢献するため、間伐等の実施、天然生林の管理・保全、エリートツリー等の再造林、木質バイオマスのエネルギー利用、木質系新素材の開発・普及、
HWP（注10）（伐採木材製品）による炭素の貯蔵、再生可能エネルギーの利用促進等の取組を推進する。

目標①
【達成すべき目標】

カーボンニュートラル実現への貢献

適切な間伐の実施、エリートツリー等の再造林を促進、木材の利用の拡大を通じたHWP(伐採木材製品）による炭素の貯蔵

施策（８）

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

ア
令和３年度以降に間
伐等を実施した面積

０万ha ２年度 450万ha 12年度 S↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（８）「適切な間伐の実施」に該当するアウトカム指標として
設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　森林・林業基本計画に掲げる森林の多面的機能の発揮及び林産物の供
給・利用に関する目標達成及び、パリ協定下における森林吸収源対策等とし
て必要となる間伐面積450万ha（令和３年度～令和12年度、年平均45万ha）
から算出される令和３年度～令和７年度までの間伐面積207万haに基づき設
定した。

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度３月頃（暫定値は調査年度の翌年度７月頃把握予定）
算出方法：都道府県等からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値）／（当該年度目標値）×100%
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満
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324万本 359万本 401万本 454万本 518万本

イ
林業用苗木のうち、
エリートツリー等の苗
木の本数

288万本 元年度
3,000万

本
12年度 S↑－差

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（８）「エリートツリー等の再造林を促進」に該当するアウトカ
ム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　目標については、林業用苗木のうちエリートツリー等の苗木の本数（令和12
年度3,000万本）とし、具体的には特定苗木（間伐等特措法第２条第４項「増
殖した特定母樹から採取された種穂から育成された苗木」）等の生産量とす
る。各年度の目標値については、特定母樹採種穂園の造成及びその採種穂
園から採取された種穂が山行苗木として供給されるようになるまでには最低
でも６年程度を要することから、特定母樹の採種穂園における造成本数の見
通しや都道府県等からの聞き取りなどから推計し、目標期間の後半に増加さ
せることを目標として設定した。

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度３月頃（暫定値は調査年度の翌年度７月頃把握予定）
算出方法：都道府県からの実績報告

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値-基準値）／（当該年度目標値-基準値）×100%
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満
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３万ha ８万ha 13万ha 19万ha 26万ha

3,300万
m3

3,400万
m3

3,600万
m3

3,800万
m3

4,000万
m3

F↑－直
4,000万

m3
７年度

把握の方法
出典：木材需給報告書
作成時期：調査年度の翌年度９月末頃
算出方法：木材需給報告書のデータにより把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績（見込）値）／（当該年度の目標値）×100
A'ランク：150％超、Aランク：90％以上150％以下、Bランク：50％以上90％未満、Cランク：50％未満

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（８）「木材の利用の拡大を通じたHWP(伐採木材製品）に
よる炭素の貯蔵」に該当するアウトカム指標として設定。HWP（伐採木材製
品）の炭素貯蔵量は木材利用量と廃棄量の差分から求められる変化量であ
り、木材利用量の増加がHWPの炭素貯蔵量の増加に寄与することから、指
標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　国産材供給量は森林・林業基本計画において定められている令和７年度
4,000万㎥を目標とした。各年度の目標値は、基準値と目標値を直線で結
び、暫定値で設定した。

3,100万
m3

エ 国産材の供給量

元年度

出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度12月頃（暫定値は調査年度の翌年度７月頃把握予定）
算出方法：都道府県等からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値-基準値）／（当該年度目標値-基準値）×100%
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満

ウ
令和３年度以降に人
工造林を実施した面
積

０万ha ２年度 70万ha 12年度 S↑－差

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（８）「エリートツリー等の再造林を促進」に該当するアウトカ
ム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　森林・林業基本計画に掲げる森林の多面的機能の発揮及び林産物の供
給・利用に関する目標達成及び、パリ協定下における森林吸収源対策等とし
て必要となる人工造林面積70万ha（令和３年度～令和12年度、年平均７万
ha）から算出される令和３年度～令和７年度までの人工造林面積26万haに基
づき設定した。

把握の方法
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

1,237万
ha

1,243万
ha

1,248万
ha

1,253万
ha

1,259万
ha

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

把握の方法

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

Ｓ↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（９）ア「保安林を計画的に指定」に該当するアウトカム指
標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　目標値は、全国森林計画（平成30年10月16日閣議決定）により令和15年度
までの計画量が定められているが、各年度の目標値は定められていないこと
から、各年度の目標値については、毎年一定の割合で向上させることとした。

施策（９） 国土の保全等の推進

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

国土の保全等の推進に向けて、適正な保安林の配備及び保全管理、国民の安全・安心の確保のための効果的な治山事業、森林病虫害対策等を推進する。

目標①
【達成すべき目標】

保安林（注11）を計画的に指定

出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度９月頃
算出方法：都道府県からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績（見込）値）／（当該年度の目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

ア 保安林の面積

1,221万
ha

30年度
1,301万

ha
15年度
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

57.6千
集落

58.1千
集落

58.6千
集落

P P

ア

治山対策を実施した
ことにより周辺の森林
の山地災害防止機
能等が確保される集
落の数

56.2千集
落

30年度
58.6千集

落
５年度

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度３月頃（暫定値は調査年度の翌年度６月頃把握予定）
算出方法：都道府県からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値－基準値）／（当該年度目標値－基準値）×100
A'ランク：100%超、Aランク：80%以上100%未満、Bランク：50%以上80%未満、Cランク：50%未満

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

目標②
【達成すべき目標】

「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」等に基づき治山対策を推進、海岸防災林等の整備強化

Ｓ↑－差

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（９）イ「「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対
策」等に基づき治山対策を推進」に該当するアウトカム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　森林整備保全事業計画（令和元年５月28日閣議決定）に掲げる周辺の森
林の山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の数を指標とする。各年
度の目標値については、これら集落を各年度一定量（約480集落／年）向上
させ、令和５年度までに58.6千集落まで増加させることとした。

※令和６年度中に策定される新たな森林整備保全事業計画を踏まえ、令和６
年度中に指標を見直す予定。

指標－
計算分類

年度ごとの実績値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
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98% 99% 100% P P

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（９）イ「海岸防災林等の整備強化」に該当するアウトカム
指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　森林整備保全事業計画（令和元年５月28日閣議決定）に掲げる海岸防災
林等の延長約9,000Kmについて治山事業等の実施により適切に保全されて
いる延長の割合を指標として関係施策を推進する。各年度の目標値につい
ては、東日本大震災により被災した海岸防災林の復旧計画も勘案しつつ、令
和５年度までに概ね100％まで増加させることとした。

※令和６年度中に策定される新たな森林整備保全事業計画を踏まえ、令和６
年度中に指標を見直す予定。

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度３月頃（暫定値は調査年度の翌年度６月頃把握予定）
算出方法：都道府県からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（海岸防災林等の延長－（機能が低下した海岸防災林等の延長－当該年度までに治山事業により機能の回復した海岸林等の延長））／（海
岸林等の延長）×100
Aランク：90%以上、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満

５年度

イ
適切に保全されてい
る海岸防災林等の割
合

96% 30年度 100% Ｓ↑－他
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

90% 93% 95% 98% 100%

100%以
上

100%以
上

100%以
上

100%以
上

100%以
上

達成度合いの
判定方法

実績値の算定に当たっては、これまで松くい虫被害の発生していない北海道を除く46都府県の割合により算定する。
達成度合（％）＝（当年度実績（見込）値）／（当年度目標値）×100
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満

目標③
【達成すべき目標】

松くい虫（注12）対策等については、防除を引き続き実施、対策については被害先端地に重点化

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

７年度

年度ごとの実績値

F↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（９）エ「松くい虫対策等については、防除を引き続き実
施」に該当するアウトカム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　各年度の目標値については、各年度一定割合（約３％/年）向上させ、令和
７年度までに100％とすることとした。

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度10月頃
算出方法：都道府県からの実績報告により把握

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（９）エ「松くい虫対策については被害先端地に重点化」に
該当するアウトカム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　各年度の目標値は、被害先端地域の都府県での被害率が全国の被害率
を下回った場合である100％以上とすることとした。

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度10月頃
算出方法：都道府県からの実績報告により把握

達成度合いの
判定方法

被害先端地域が存する都府県の保全松林の被害率を、当該年度の全国の保全松林における被害率以下に減少させる。
達成度合（％）＝（全国の保全松林の被害率）／（先端地域が存する都府県の保全松林被害率）×100
Aランク：90%以上、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満

ア

保全すべき松林（注
13）の被害率が１%未
満の「微害」に抑えら
れている都府県の割
合

85% 元年度 100%

イ

高緯度・高標高の被
害先端地域が在する
都府県の保全すべき
松林の被害率に対
する全国の保全すべ
き松林における被害
率の割合

P
（令和２

年度実績
値）

２年度 100%以上 毎年度 F＝－直
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

720万
m3

740万
m3

760万
m3

780万
m3

800万
m3

施策（10） 新たな山村価値の創造

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

山村の内発的な発展、山村集落の維持・活性化、関係人口の拡大等を図る。

目標①
【達成すべき目標】

未利用材の熱利用などを推進

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

ア
国産の燃料材利用
量

693万m3 元年度 800万m3 ７年度 F↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の(11）ア「未利用材の熱利用などを推進」に該当するアウトカ
ム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　目標年度及び目標値は、森林・林業基本計画に定められているが、年度ご
との目標値は定められていない。このため、年度ごとの目標値については、
基準値と目標値を直線で結び、年度ごとの目標値を便宜的に記載。

把握の方法
出典：木材需給報告書
作成時期：調査年度の12月末頃
算出方法：木材需給報告書のデータにより把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値）／（当該年度目標値）×100
A'ランク：150%超、Aランク：90%以上150%以下、Bランク：50%以上90%未満、Cランク：50%未満
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

75% 76% 78% 79% 80%

「緑の雇用」事業（注14）によるトライアル雇用等を契機とした移住・定住の促進

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（11）イ「「緑の雇用」事業によるトライアル雇用等を契機と
した移住・定住の促進」に該当するアウトカム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　森林・林業基本計画に定められた令和７年度の木材供給量（年間4,000万
m3）等の目標を達成するためには、林業従事者が4.3万人程度必要と試算さ
れており、これを確保するには、新規就業者の確保に加え、定着率を向上さ
せて離職者数を抑制する必要がある。具体的には、新規就業者1,200人と仮
定した場合の就業３年後の定着人数は960人必要と試算しており、これは定
着率で８割に相当し、令和７年度までに達成するよう目標値として設定した。
各年度の目標値は、令和７年度の目標値に向けて一定の割合で増加するよ
う暫定的に設定した。

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度７月頃
算出方法：「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の実績により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績（見込）値）／（当該年度目標値）×100
Ａ'ランク:150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

目標②
【達成すべき目標】

ア

新規就業者（林業作
業士（フォレストワー
カー）（注15）１年目
研修生）の就業３年
後の定着率

73% 元年度 80% ７年度 F↑－直

 19-23



基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

20地域 30地域 35地域 40地域 45地域

ア
「森林サービス産業」
に取り組む地域数

０地域 元年度 45地域 ７年度

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度７月頃
算出方法：都道府県への聞き取りにより把握

達成度合いの
判定方法

達成度合＝（当該年度実績（見込）値－基準値）／（当該年度目標値－基準値）×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

Ｓ↑－差

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（11）ウ「『森林サービス産業』の推進」に該当するアウトカ
ム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　「森林サービス産業」に取り組む地域数については、「新たな森林空間利用
創出対策」を実施する令和４年度までは毎年10地域、その後は新たに毎年５
地域を見込んで目標値として設定。

指標－
計算分類

年度ごとの実績値

目標③
【達成すべき目標】

「森林サービス産業」（注16）の推進

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

7.0万件 7.0万件 7.1万件 7.1万件 7.2万件

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（12）イ「多様な主体による植樹など森林づくり活動の促
進」に該当するアウトカム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　令和２年度のフォレストサポーターズの登録件数6.9万件を基準値とし、毎
年500件程度増加することを前提として目標を設定。

７年度 Ｓ↑－直

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度４月
算出方法：制度運営団体の情報により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合＝（当該年度実績（見込）値）／（当該年度目標値）×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

ア
フォレストサポーター
ズ（注17）の登録数

6.9万件 ２年度 7.2万件

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

施策（11）

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

目標①
【達成すべき目標】

測定指標

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

国民参加の森林づくり等の推進

国民参加の森林づくり等の推進に向けて、多様な主体による森林づくり活動を促進するため、企業・ＮＰＯ等のネットワーク化、普及啓発活動を促進するとともに、森林環境教育等
の充実を図る。

多様な主体による植樹など森林づくり活動の促進

基準値 目標値
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4,512団
体

4,522団
体

4,542団
体

4,562団
体

4,582団
体

1.121箇
所

1,131箇
所

1,144箇
所

1,157箇
所

1,170箇
所

出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度９月頃
算出方法：都道府県からの実績報告により把握

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（12）イ「多様な主体による植樹など森林づくり活動の促
進」に該当するアウトカム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　令和元年度の企業による森林づくり活動の実施箇所数1,101箇所を基準値
とし、近年の傾向を踏まえ設定。なお令和４年度までは新型コロナウイルス感
染症の影響も考慮し毎年10箇所の増加、令和５年度から７年度は毎年13箇
所の増加とすることを目標として設定。

Ｓ↑－直

達成度合いの
判定方法

達成度合＝（当該年度実績（見込）値）／（当該年度目標値）×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

ウ
民有林における企業
による森林づくり活
動の実施箇所数

1,101箇
所

元年度
1,170箇

所
７年度

把握の方法

出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度４月
算出方法：都道府県からの実績報告により把握

達成度合＝（当該年度実績（見込）値）／（当該年度目標値）×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

イ
森林ボランティア団
体数

4,502団
体

２年度
4,582団

体

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（12）イ「多様な主体による植樹など森林づくり活動の促
進」に該当するアウトカム指標として設定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　令和２年度の森林ボランティア団体数は4,502団体を基準値として、近年の
傾向を踏まえ設定。なお新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ令和４年
度までは毎年10団体の増加、令和５年度から７年度は毎年20団体の増加と
することを目標として設定。

把握の方法

Ｓ↑－直

達成度合いの
判定方法

７年度
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基準
年度

目標
年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

92件 94件 96件 97件 99件

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの実績値

把握の方法
出典：林野庁調べ
作成時期：調査年度の翌年度５月
算出方法：JICA及び公益法人等からの実績報告により把握

Ｓ↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の１（13）「開発途上地域における森林減少・劣化の抑制、山
地災害の防止、違法伐採対策等に貢献」に該当するアウトカム指標として設
定。
【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　我が国が世界の持続可能な森林経営の推進のために実施した国際協力プ
ロジェクトの数（森林・林業分野における①民間団体による国際協力プロジェ
クト及び②JICAによる国際協力プロジェクトの合計数を、令和７年度の最終目
標値99件（５年間で10%増加）に設定し、毎年度一定割合（年２%）で増加させ
ることとして設定。

達成度合いの
判定方法

達成度合＝（当該年度実績（見込）値）／（当該年度目標値）×100
A’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

90件 ２年度 99件 ７年度

ア

持続可能な森林経
営（注18）を推進する
民間団体等による国
際協力プロジェクト数

施策（12） 国際的な協調及び貢献

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

国際的な協調の下で、持続可能な森林経営に向けた取組を推進し、ＳＤＧｓや国連森林戦略計画等の国際目標の実現を図る。

目標①
【達成すべき目標】

開発途上地域における森林減少・劣化の抑制、山地災害の防止、違法伐採対策等に貢献

測定指標
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30年度
[百万円]

元年度
[百万円]

２年度
[百万円]

(1)

農山漁村地域整備
交付金
（平成22年度）
（関連：３-
7,8,13,17,24）

72,387
の内数
(72,233
の内数)

76,536
の内数
(75,944
の内数)

83,664
の内数
(81,755
の内数)

(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(9)-①-ア
(9)-②-ア
(9)-②-イ
(10)-①-

ア
(10)-②-

ア
(10)-③-

ア

0150

(2)

鳥獣被害防止総合
対策交付金
（平成20年度）
（関連：３-
７,13,14,24）

11,547
(10,810)

10,886
(10,591)

11,154
(10,977)

(4)-①-ア 0227

(3)

農山漁村振興交付
金
（平成28年度）
（関連：３-
7,8,10,13,14,15,17,2
0,21,24）

9,524
の内数
(7,282

の内数)

9,138
の内数
(7,026

の内数)

8,452
の内数
(6,453

の内数)

(10)-①-
ア

(10)-②-
ア

(10)-③-
ア

0229

(4)

地域森林計画編成
事業費補助金
（昭和14年度）
（主）

141
(133)

120
(112)

116
(109)

(1)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

0233

(5)

森林病害虫等被害
対策
（昭和25年度）
（主）

718
(706)

715
(703)

715
(701)

(9)-③-ア
(9)-③-イ 0234

-

696

66,387
の内数

-

11,005 -

-

-

政策手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
３年度

当初予算額
[百万円]

関連す
る

指標

9,805
の内数

119

政策手段の概要等

令和３
年度行政

事業
レビュー
事業番号
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(6)
治山事業（補助）
（昭和26年度）
（主）

34,974
(34,628)

35,319
(34,836)

41,195
(40,613)

(9)-②-ア
(9)-②-イ 0235

(7)

保安林等整備管理
費
（昭和27年度）
（主）

482
(465)

484
(467)

484
(402)

(9)-①-ア
(9)-②-ア
(9)-②-イ

0236

(8)

森林整備事業（国
研）
（昭和36年）
（主）

27,335
(27,334)

31,231
(31,231)

30,888
(30,884)

(1)-①-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

0237

(9)

森林経営計画認定
事業委託費
（昭和44年度）
（主）

1
(0.5)

0.8
(0.4)

0.8
(0)

(1)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

0238

(10)

特別母樹林保存損
失補償金
（昭和45年度）
（主）

10
(10)

10
(10)

10
(10)

(3)-①-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(7)-①-ア
(7)-③-ア
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ

0239

(11)

森林吸収源インベン
トリ情報整備事業
（平成18年度）
（主）

267
(267)

261
(256)

263
(261)

(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ
(8)-①-エ

0240

476 -

264

-

24,304 -

-

25,247

-

- -

10
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(12)

幹線林道事業移行
円滑化対策交付金
（平成20年度)
（主）

92
(92)

91
(91)

85
(85)

(1)-①-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

0241

(13)

花粉発生源対策推
進事業
（平成21年度）
（主）

111
(109)

114
(105)

117
(114)

(7)-③-ア 0242

(14)

森林生態系多様性
基礎調査事業
（平成22年度）
（主）

305
（305）

326
(321)

322
(322)

(7)-①-ア 0243

(15)

森林整備事業（補
助）
（平成23年度）
（主）

27,051
(26,943)

26,836
(26,639)

27,809
(27,527)

(1)-①-ア
(3)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(7)-③-ア
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ

0244

(16)

森林整備事業（直
轄）
（平成25年度）
（主）

60,661
(59,385)

66,760
（64,957）

69,959
(67,022)

(1)-①-ア
(3)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(7)-③-ア
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ

0245-

-

59,328

-

-

26,107

-

107

78

321
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(17)
治山事業（直轄）
（平成25年度）
（主）

30,139
(28,789)

36,379
(34,628)

44,995
(41,279)

(9)-②-ア
(9)-②-イ 0246

(18)
国有林野事業
（平成25年度）
（主）

11,571
(11,118)

11,394
(11,051)

11,506
(10,670)

(1)-①-ア
(3)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(7)-③-ア
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ

0247

(19)

森林・山村多面的機
能発揮対策
（平成25年度）
（主）

1,490
(1,476)

1,425
（1,357）

1,353
(1,263)

(5)-①-ア
(10)-①-

ア
(11)-①-

イ

0248

(20)
国際林業協力事業
（平成25年度）
（主）

115
(115)

116
(115)

99
(90)

(12)-①-
ア 0249

(21)

シカ等による森林被
害緊急対策事業
（平成27年度）
（主）

166
(161)

142
(136)

160
(153)

(4)-①-ア 0250

(22)

新たな森林空間利
用創出対策事業
（平成27年度）
（主）

112
(110)

32
(32)

157
(142)

(10)-③-
ア

(11)-①-
ア

(11)-①-
イ

(11)-①-
ウ

0251

24,016 -

1,404 -

-

93 -

129 -

11,346

53 -
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(23)

分収林施業転換推
進事業
（平成30年度）
（主）

60
(60)

56
(56)

56
(56)

(1)-①-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

0252

(24)

世界遺産の森林生
態系保全対策事業
（平成30年度）
（主）

57
(57)

52
(52)

52
(52)

(7)-①ｰア 0253

(25)

森林情報活用促進
事業
（令和元年度）
（主）

-
251

(169)
206

(186)

(2)-①-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア

0254

(26)

森林技術国際展開
支援事業
（令和２年度）
（主）

- -
57

(51)
(12)-①-

ア 0255

(27)

林業普及指導事業
交付金
（昭和58年度）
（関連：３-20,21）

358
(358)

349
(349)

349
(349)

(2)-①-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(4)-①-ア
(5)-①-ア
(7)-①-ア
(9)-③-ア
(9)-③-イ

0256

(28)

森林・林業新規就業
支援対策
（平成25年度）
（主）

4,810
(4,809)

4,638
(4,638)

4,844
(4,843)

(10)-②-
ア 02574,617 -

-53

47 -

56

-

-

174 -

348
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(29)

【TPP関連事業】
合板・製材・集成材
国際競争力強化・輸
出促進対策
（平成27年度）
（関連：３-20,21）

40,090
(38,130)

36,535
(35,247)

32,139
(30,733)

(2)-①-ア
(3)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ
(8)-①-エ

0261

(30)

林業・木材産業成長
産業化促進対策
（平成30年度）
（関連：３-20,21）

7,337
（7,017）

10,701
（10,288）

9,920
(8,616)

(2)-①-ア
(3)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ
(8)-①-エ

0262

(31)

林業イノベーション
推進総合対策
（令和２年度）
（関連：３-20,21）

- -
817

(793)

(3)-①-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ
(8)-①-エ

0268

(32)
森林病害虫等防除
法
（昭和25年）

- - -
(9)-③-ア
(9)-③-イ -

(33)
国有林野の管理経
営に関する法律
（昭和26年）

- - -

(1)-①-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

-

753 -

-

　国有林野の適切かつ効果的な管理経営を確保するため、計画的な実施を図る。
　本法に基づき、土壌の保持や保水機能を重視する森林や、多様な樹種や階層からなる森林、木材の安定
的かつ効率的な供給が可能となる森林等を整備することにより、国有林野の公益的機能の維持増進が図ら
れ、土壌を保持する機能や水を育む能力の維持向上、森林の多様性の維持増進、森林資源の循環利用に
寄与する。

-
　森林病害虫等防除法に基づく各種防除措置等を実施。
　本法に基づき、47都道府県において、森林の保全を図るため松くい虫被害対策をはじめとした森林病害
虫等の防除を実施することにより、森林病害虫等の被害の防止に寄与する。

-36,362

11,168 -
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(34)
森林法（普及指導事
業制度）
（昭和26年）

- - -

(1)-①-ア
(2)-①-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(4)-①-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ
(9)-③-ア
(9)-③-イ

-

(35)
森林法（保安施設地
区制度）
（昭和26年）

- - -
(9)-①-ア
(9)-②-ア
(9)-②-イ

-

(36)
森林法（保安林制
度）
（昭和26年）

- - -
(9)-①-ア
(9)-②-ア
(9)-②-イ

-

(37)
森林法（林地開発許
可制度）
（昭和26年）

- - -
(9)-①-ア
(9)-②-ア
(9)-②-イ

-

(38)
地すべり等防止法
（昭和33年）

- - -
(9)-②-ア
(9)-②-イ -

(39)
分収林特別措置法
（昭和33年）

- - -

(1)-①-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

-

　都道府県に林業普及指導員を置き、森林所有者、市町村等に対し、林業に関する技術及び知識の普及と
森林施業に関する指導等を行う。
　このことにより、森林施業が適切に行われ、土壌を保持する能力や水を育む能力の維持向上、森林の多様
性の維持増進、森林資源の循環利用及び持続的な森林経営、山村地域の活性化に寄与する。

-

-
　地すべり防止工事の実施により、地すべりによる被害の防止・軽減を図る。
　本法に基づき、地すべり防止工事を実施することにより、山地災害等の防止に寄与する。

-

　保安林以外の民有林における水源の涵養、災害の防備等に支障を及ぼす開発行為の適正化を図る。
　本法に基づき、森林の土地の適正な利用の確保を図ることにより、森林の山地災害防止機能等の多面的
機能が確保されるとともに、海岸防災林等の機能が維持され、国土の保全に寄与する。

-

-

　保安林の指定により、森林の有する水源涵養、土砂崩壊やその他の災害の防備等の公益的機能の確保
を図る。
　本法に基づき、公益的機能の発揮が特に要請される森林を保安林に指定し、立木の伐採制限等の規制
措置を講じることにより、森林の山地災害防止機能等が確保されるとともに、海岸防災林等の機能が維持さ
れ、国土の保全に寄与する。

-

　保安施設事業の実施により、山崩れ、土石流等による被害の防止・軽減を図る。
　本法に基づき、保安施設事業を実施することにより、森林の山地災害防止機能等が確保されるとともに、海
岸防災林等の機能が維持され、国土の保全に寄与する。

　分収方式による造林及び育林を促進し、適切な森林整備を一層推進。
　本法に基づき、適切な森林整備を実施することにより、土壌を保持する能力や水を育む能力の維持向上、
森林の多様性の維持増進、森林資源の循環利用に寄与する。
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(40)
森林法（森林計画制
度）
（昭和39年）

- - -

(1)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

-

(41)
林業種苗法
（昭和45年）

- - -

(1)-①-ア
(3)-①-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(7)-①-ア
(7)-③-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ

-

(42)

森林の保健機能の
増進に関する特別措
置法
（平成元年）

- - -

(1)-①-ア
(3)-③-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

-

(43)

緑の募金による森林
整備等の推進に関
する法律
（平成７年）

- - -
(11)-①-

イ -

(44)

森林の間伐等の実
施の促進に関する特
別措置法
（平成20年）

- - -

(3)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ

--

　公衆の保健の用に供することが適当と認められる森林について保健機能の増進を図るための森林施業等
の促進を図る。
　森林の保健機能の増進を図るべき森林として、市町村森林整備計画に「保健機能森林」の区域を設定し、
当該区域の森林整備等を行うことにより、土壌を保持する能力や水を育む能力の維持向上、森林の多様性
の維持増進、森林資源の循環利用及び持続的な森林経営に寄与する。

-
　緑の募金の健全な発展を図るために必要な措置を定めること等により、国民、事業者及びこれらの者の組
織する民間の団体が行う森林整備等に係る自発的な活動等の円滑化を図り、国民参加の森林づくりと森林
の多様な利用の推進に寄与する。

-

-

　種苗について優良な採取源の指定、生産の事業を行う者の登録、配布の際の表示の適正化等に関する
措置を定めることにより、優良な種苗の供給を確保し、適正かつ円滑な造林を推進して林業総生産の増大
及び林業の安定的発展に寄与する。

　長期的視点に立って、森林の保続培養と森林生産力の増大を図りながら、森林のもつ多面的機能が十分
に発揮されるよう、森林の整備・保全の計画的な実施を図る。
　本法に基づき、地域関係者の合意の下、発揮を期待する機能ごとの区域を明らかにし、森林計画制度の
下、その機能を十分発揮できるよう森林の整備・保全の推進をすることにより、土壌を保持する能力や水を育
む能力の維持向上、森林の多様性の維持増進、森林資源の循環利用及び持続的な森林経営に寄与する。

-

　森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、令和十二年度までの間における森
林の間伐等の実施を促進するため、間伐・再造林等を促進するための市町村への交付金、特定母樹の増
殖の支援、増殖した特定母樹から育成した苗木を積極的に用いた再造林への支援等の措置を通じて、森林
の適正な整備に寄与する。
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(45)
森林経営管理法
（平成31年）

- - - (2)-①-ア -

(46)

森林・林業・木材産
業分野の研究・技術
開発戦略
（平成29年）

- - -

(1)-①-ア
(2)-①-ア
(3)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(4)-①-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(7)-③-ア
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ
(8)-①-エ
(9)-①-ア
(9)-②-ア
(9)-②-イ
(9)-③-ア
(9)-③-イ
(10)-②-

ア
(12)-①-

ア

-

(47)

保安林の非課税
[固定資産税：地法
348条の２第７号]
（昭和25年度）

-
(-)

-
(-)

-
(-)

(1)-①-ア
(3)-③-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

-

-

-

　森林の多様な機能の発揮に関する研究等を実施することにより、森林･林業・木材産業に関する研究・技
術開発を推進。
　平成29年３月に策定された森林･林業・木材産業分野の研究･技術開発戦略を踏まえ、森林総研、都道府
県等関係機関との連携を図りつつ、研究・技術開発を推進することにより、森林の有する多面的機能の発
揮、林業の持続的かつ健全な発展、林産物の供給及び利用の確保に寄与する。

-

　経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経
営管理を行い、又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を通じて、林業経営の効率化及び
森林の管理の適正化の一体的な促進を図る。このことにより、林業の持続的発展のほか、森林の有する多面
的機能の発揮に寄与する。

　地方税法第348条第２項第７号の規定に基づき、保安林に係る土地に対する固定資産税について非課税
とする措置。
　本特例措置により、適切に保安林が維持され、山地災害等の防止に寄与する。
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(48)

収用等に伴い代替
資産を取得した場合
の課税の特例
［所得税・法人税：措
法第33条、第64条、
第68条の70］
（昭和26年度）

-
(-)

-
(-)

-
(-)

(1)-①-ア
(3)-③-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

-

(49)

収用交換等の場合
の譲渡所得等の特
別控除
［所得税・法人税：措
法第33条の4、第65
条の２、第68条の73］
（昭和26年度）

-
(-)

-
(-)

-
(-)

(1)-①-ア
(3)-③-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

-

(50)

保安林の非課税
[不動産取得税：地
法73条の４]
（昭和29年度）

-
(-)

-
(-)

-
(-)

(9)-①-ア -

(51)

計画伐採に係る相続
税の延納等の特例
[相続税：措法第70
条の８の２]
（昭和42年度）

0.1
(-)

0.1
(-)

-
(-)

(1)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

-

(52)

山林所得に係る森林
計画特別控除
［所得税：措法第30
条の２］
（昭和43年度）

国税54
（25）

地方税
118

（116）

国税56
（52）

地方税
115

（117）

国税44
（-）

地方税
118
（-）

(1)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

-

-

-

-

　収用に係る山林（立木、林地）の譲渡が、６ヶ月以内にされた場合は、保証金等の額から5,000万円を控
除。
　本特例措置により、必要な収用等が進むことにより、適切な森林施業が行われ、土壌を保持する能力や水
を育む能力の維持向上、森林の多様性の維持増進、森林資源の循環利用、国産材の供給・利用量の拡大
に寄与する。

-

　森林経営計画（平成24年４月１日以降に有効な森林施業計画を含む。）に基づき山林を伐採又は譲渡し
た場合、収入金額の20％（2,000万円を超える部分の控除率は10%）又は50％から必要経費を控除した残額
のいずれか低い額を控除。
　本特例措により、森林経営計画に基づく計画的な森林経営が促され、土壌を保持する能力や水を育む能
力の維持向上、森林の多様性の維持増進、森林資源の循環利用及び持続的な森林経営に寄与する。

-

　地方税法第73条の４第３項の規定に基づき、保安林の土地を取得した場合における不動産取得税につい
て非課税とする措置。
　本特例措置により、適切に保安林が維持され、山地災害等の防止に寄与する。

　収用換地等の場合の5,000万円特別控除制度（租税特別措置法65の２）との選択適用により、その代替資
産につき譲渡益の範囲内で課税の繰り延べ特例措置。
　本特例措置により、必要な収用等が進むことにより、適切な森林施業が行われ、土壌を保持する能力や水
を育む能力の維持向上、森林の多様性の維持増進、森林資源の循環利用に寄与する。

　森林経営（施業）計画の認定を受けた森林所有者から、山林を一括して相続等により取得し、引き続き同
計画の認定を継続的に受けた場合、森林経営（施業）計画に基づく伐採時期及び材積を基礎として、立木
に係る相続税を分納できる特別措置。
　本特例措置により、森林の相続時において計画的かつ適切な森林施業が継続され、土壌を保持する能力
や水を育む能力の維持向上、森林の多様性の維持増進、森林資源の循環利用及び持続的な森林経営に
寄与する。
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(53)

特定土地区画整備
事業等のために土地
等を譲渡した場合の
譲渡所得の特別控
除
［所得税・法人税：措
法第34条、第65条の
３、第68条の74］
（昭和50年度）

-
(-)

-
(-)

-
(-)

(9)-①-ア
(9)-②-ア
(9)-②-イ

-

(54)

特別緑地保全地区
等内の土地に係る相
続税の延納に伴う利
子税の特例
[相続税：措法第70
条の９]
（昭和62年度）

-
(-)

-
(-)

-
(-)

(9)-①-ア -

(55)

特定計画山林につ
いての相続税の課税
価格の計算の特例
［相続税：措法第69
条の５］
（平成14年度）

29
(-)

25
(-)

-
(-)

(1)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

-

(56)

山林についての相続
税の納税猶予
[相続税：措法第70
条の６の４]
（平成24年度）

151
(-)

169
(-)

-
(-)

(1)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(8)-①-ア
(8)-①-ウ

-

341,799
（内数を
含む）

360,898
（内数を
含む）

381,943
（内数を
含む）

332,793
（内数を
含む）

351,407
（内数を
含む）

366,511
（内数を
含む）

-

参照URL https://www.maff.go.jp/j/budget/review/r3/index.html

314,901
（内数を含む）

　相続又は遺贈により取得した森林経営（施業）計画対象山林について、相続人が引き続き同計画に基づき
施業を行う場合、相続税の課税価格に参入すべき価格は当該森林経営（施業）計画対象山林の価格に100
分の95を乗じた金額とする特例措置。
　本特例措置により相続時の税負担が軽減され、適切な森林施業が継続され、土壌を保持する能力や水を
育む能力の維持向上、森林の多様性の維持増進、森林資源の循環利用に寄与する。

-

　林業経営相続人が、森林経営計画が定められている区域内の山林（立木及び林地）について当該認定計
画に従って施業を行ってきた被相続人からその山林を一括して相続し、同計画に基づいて引き続き施業を
継続していく場合は、その山林に係る課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予する措置。
　本特例措置により、森林経営計画に基づく集約化や路網整備などに取り組む森林経営者の経営の継続が
確保されることにより、安定的かつ効率的な林業経営が図られるとともに、適切な森林施業が継続され、土壌
を保持する能力や水を育む能力の維持向上、森林の多様性の維持増進、森林資源の循環利用、持続的な
森林経営及び施業集約化等の推進に寄与する。

-

政策の予算額[百万円]

政策の執行額[百万円]

　租税特別措置法第70条の９の規定に基づき、保安林の土地に係る相続税の延納に伴う利子税を軽する措
置。
　本特例措置により、適切に保安林が維持され、山地災害等の防止に寄与する。

-
　租税特別措置法第34条、第65条の３及び第68条の74の規定に基づき、保安施設事業のために保安林等
に係る土地を譲渡した際、譲渡所得の特別控除を措置。
　本特例措置により、適切に保安施設が維持され、山地災害等の防止に寄与する。
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移替え予算に係る政策手段一覧（参考）

30年度
[百万円]

元年度
[百万円]

２年度
[百万円]

(1)

【参考：国土交通省よ
り】
離島振興事業
（昭和28年度）

45,771
の内数
（45,222
の内数）

47,923
の内数
（47,164
の内数）

49,857
の内数
(48,896
の内数)

(1)-①-ア
(3)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(7)-③-ア
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ

国交-
0479

(2)

【参考：国土交通省よ
り】
奄美群島振興開発
事業
（昭和29年度）

21,518
の内数
（21,355
の内数）

24,588
の内数
（24,232
の内数）

25,379
の内数
(24,870
の内数）

(1)-①-ア
(3)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(7)-③-ア
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ

国交-
0480

(3)

【参考：国土交通省よ
り】
北海道開発事業
（昭和26年度）

569,808
の内数

（567,242
の内数）

684,205
の内数

（681,487
の内数）

707,349
の内数

(704,602
の内数）

(1)-①-ア
(3)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(7)-③-ア
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ

国交-
0484

-

-
513,300
の内数

-
17,040
の内数

38,608
の内数

政策手段
（開始年度）

関連す
る

指標
政策手段の概要等

令和３
年度行政

事業
レビュー
事業番号

予算額計（執行額）
３年度

当初予算額
[百万円]
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(4)

【参考：内閣府より】
森林整備事業に必
要な経費（沖縄振
興）
（昭和47年度）

317
の内数
（307

の内数）

286
の内数
（284

の内数）

298
の内数
(286

の内数）

(1)-①-ア
(3)-①-ア
(3)-②-ア
(3)-③-ア
(3)-③-イ
(5)-①-ア
(6)-①-ア
(7)-①-ア
(7)-③-ア
(8)-①-ア
(8)-①-イ
(8)-①-ウ

府-0084

(5)

【参考：内閣府より】
治山事業に必要な
経費（沖縄振興）
（昭和47年度）

273
の内数
（217

の内数）

400
の内数
（388

の内数）

398
の内数
(385

の内数)

(9)-②-ア
(9)-②-イ 府-0085

(6)

【参考：復興庁より】
放射性物質対処型
森林・林業再生総合
対策事業
（平成24年度）

3,570
(3,212）

2,913
(2,693)

3,381
(2,946)

- 復-0094

(7)
【参考：復興庁より】
治山事業（直轄）
（平成24年度）

3,024
(2,758)

1,726
(1,688)

1,004
(891)

- 復-0095

(8)
【参考：復興庁より】
治山事業（補助）
（平成24年度）

8,330
(8,294)

5,272
(5,257)

5,359
(4,950)

- 復-0096

(9)

【参考：復興庁より】
森林整備事業（直
轄）
（平成25年度）

2,336
(2,223)

2,149
（2,057）

2,254
(2,325)

- 復-0097

(10)

【参考：復興庁より】
森林整備事業（補
助）
（平成24年度）

3,475
（3,474）

3,639
(3,639)

3,909
(3,903)

- 復-0098

1,893 -

2,564 -

3,097 -

- -

604 -

-
294

の内数

-
363

の内数
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(11)

【参考：復興庁より】
森林整備事業（国
研）
（平成24年度）

535
（535）

487
(487)

525
(525)

- 復-0099

国交省

内閣府

復興庁

それ以外の政策手段については、「関連」と記載するとともに関係する政策分野の番号を記載している。

１．用語解説

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat8/sub-cat8-3/20210420101240.html

https://www.cao.go.jp/yosan/review_suishin3.html

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_002214.html

-200

参考資料

注１ 齢級 　 齢級は、林齢を５年の幅でくくった単位。苗木を植栽した年を1年生として、１～５年生を「１齢級」と数える。

（注３）移替え予算とは、予算成立後、府省間において、移動させられる予算のことである。

（注２）「予算額計」欄について、税制の場合は、減収見込額（減収額）を記載している。

（注１）当該政策分野の主たる「予算」「法令」「税制」については、「政策手段」の欄に「主」と記載している。

参照URL

　手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとと
もに、林業経営に適さない森林は市町村が自ら管理する制度。

特定母樹
　エリートツリー等のうち、成長量が同様の環境下の対照個体と比較しておおむね1.5倍以上、材の剛性や幹の通直性に著しい欠点がなく、雄花着生性が一般
的なスギ・ヒノキのおおむね半分以下等の基準を満たすものを「特定母樹」として指定。

注３ 森林経営計画 　森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が作成する５年を一期とする森林の経営に関する計画。

注５ 森林クラウド
　これまで各ユーザ（都道府県、市町村、森林組合等）で管理していた森林情報を、クラウド上で一元的に管理するシステム。また、GISの機能を持ち、属性情
報や地図情報を管理する機能を持つ。

注４ 森林経営管理制度

注９

注10

注８

注６ エリートツリー
　国立研究開発法人森林研究・整備機構により、成長や材質等の形質が良い精英樹同士の人工交配等から得られた個体の中から選抜された、成長等がより
優れた精英樹のこと。

　育成段階にある森林において、樹木の混み具合に応じて育成する樹木の一部を伐採（間引き）し、残存木の成長を促進する作業。この作業により生産された
丸太が間伐材。一般に、除伐後から、主伐までの間に育成目的に応じて間断的に実施。

間伐

　「Harvested Wood Products」の略。パリ協定において、搬出後の木材における炭素量の変化を温室効果ガス吸収量又は排出量として計上することができる。ＨＷＰ（伐採木材製品）

注２ 森林整備保全事業計画
　森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう施業方法を適切に選択し、多様な森林の整備を行う「森林整備事業」と国土保全、水源の涵養等の森林
の有する公益的機能の確保が特に必要な保安林等において治山施設の設置や機能の低下した森林の整備等を行う「治山事業」に関する計画。

注７

               　針葉樹一斉人工林を帯状、群状等に択伐し、その跡地に人工更新等により複数の樹冠層を有する森林を造成すること。複層林化
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注15

注16

注13

注14

注11

注12

注17 フォレストサポーターズ 　個人や企業等が「フォレスト・サポーター」として運営事務局に登録を行い、日常の生活や業務の中で自発的に森林整備や木材利用に取り組む仕組み。

注18 持続可能な森林経営
　動的で進化する概念として、全てのタイプの森林の経済、社会、環境的価値を現在及び将来世代の便益のために維持し、高めることを目的に森林を管理し
又は経営すること。

　森林のうち、水源のかん養、土砂の流出防備、土砂の崩壊防備などの公益的機能の発揮を目的として、農林水産大臣又は都道府県知事により指定された
森林。

保安林

　未経験者でも林業に就き必要な技術を学ぶため、林業経営体に採用された人に対し講習や研修を行うことでキャリアアップを支援する制度。研修年次に応
じて研修の内容をステップアップさせ、さまざまな技能を身につけられるよう体系的な研修プログラムが用意されている。

「緑の雇用」事業

　保安林及びその他の公益的機能が高い松林であって松以外の樹種では当該機能を確保することが困難な松林として都道府県知事が指定する高度公益機
能森林及び、松林としての機能を確保しつつ、高度公益機能森林への被害の拡大を防止する措置を実施することが適当な松林として市町村長が指定する地
区保全森林。

保全すべき松林

　山村の活性化に向けた「関係人口」の創出・拡大のため、森林空間を健康、観光、教育等の多様な分野で活用する新たなサービス産業。「森林サービス産業」

　新規就業者を対象とした安全かつ効率的な作業に必要な知識・技術・技能を習得するための３年間の体系的な研修を修了し登録された者。林業作業士（フォレストワーカー）

　「松くい虫」という名の虫は存在せず、松くい虫被害の正式名称は「マツ材線虫病」である。マツを枯れさせる直接の病原体は、マツノザイセンチュウと呼ばれ
る長さ１mm 程度の線虫で、これを伝搬する運び屋（媒介昆虫）がマツノマダラカミキリ。これらの共同作業によって松くい虫被害が発生、まん延する。

松くい虫被害
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